
聖
人
が
末
法
下
種
を
主
張
さ
れ
た
根
拠
に
不
軽
品
の
受
容
が
あ

り
、
本
未
有
善
と
い
う
機
根
論
が
存
す
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り

で
あ
る
。
本
未
有
善
の
出
典
は
『
法
華
文
句
』
不
軽
品
釈
に
あ
る
。

即
ち
、
釈
尊
四
十
余
年
の
対
機
説
法
と
不
軽
の
法
華
直
説
に
お
け

る
化
導
の
相
違
を
本
己
有
善
と
本
未
有
善
の
機
根
論
に
て
説
明
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
相
違
は
善
が
己
有
か
未
有
か
に

峻
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
善
の
解
釈
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。

古
来
、
善
を
法
華
聞
法
と
解
し
、
聞
法
下
種
を
根
拠
に
本
己
有

善
の
機
は
具
仏
種
、
本
未
有
善
の
機
は
未
下
種
・
仏
種
を
具
有
せ

ず
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
理
由
は
不
軽
の
折
伏
行
に
存
し
妙
楽
が

因
誇
得
益
の
醤
を
も
っ
て
逆
縁
成
仏
を
説
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
又

『
曽
谷
入
道
殿
御
返
事
』
に
は
本
己
有
善
を
仏
種
を
具
有
す
る
者

と
し
爾
前
得
脱
の
許
容
を
三
五
下
種
に
認
め
、
こ
れ
に
対
し
本
未

「
本
未
有
善
」
に
つ
い
て

自
橋
俊

第
三
十
二
回
日
蓮
宗
教
学
研
究
発
表
大
会
紀
要

隆

有
善
の
末
世
衆
生
は
仏
種
を
具
有
し
な
い
と
て
不
軽
継
承
の
折
伏

下
種
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
善
と
は
仏
種
と
同
義
語

で
仏
種
の
具
不
に
己
有
と
未
有
の
区
別
を
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
釈
尊
と
我

等
の
根
源
的
関
係
の
存
否
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
我
等
が
仏
種
を
具

有
し
な
い
の
は
仏
か
ら
の
救
済
が
未
だ
に
な
か
っ
た
の
か
（
未
下

種
）
、
あ
る
い
は
我
等
が
仏
の
救
済
を
無
視
し
て
い
た
の
か
（
不

信
誘
法
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
、
『
法
華
取
要
抄
』
に
「
此

土
我
等
衆
生
五
百
座
点
劫
已
来
教
主
釈
尊
愛
子
也
。
依
不
孝
失
子

今
難
不
覚
知
不
可
似
他
方
衆
生
。
有
縁
仏
与
結
縁
衆
生
響
如
天
月

浮
清
水
」
と
叙
述
さ
れ
た
理
由
は
奈
辺
に
存
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
Ｏ

聖
人
の
釈
尊
親
徳
観
は
父
種
を
重
視
し
妙
法
五
字
を
媒
介
と
し

た
下
種
・
結
縁
に
衆
生
と
の
父
子
関
係
を
受
容
さ
れ
た
も
の
と
思

う
。
こ
の
理
由
は
妙
楽
が
「
結
縁
如
生
成
熟
如
養
。
生
養
縁
異
父

子
不
成
」
と
て
天
台
の
「
父
子
義
」
を
扶
釈
し
た
文
に
あ
る
。

『
法
華
取
要
抄
』
の
叙
述
は
、
こ
の
天
台
・
妙
楽
の
文
を
釈
成
と

し
迩
門
「
三
」
の
因
位
に
於
て
も
釈
尊
は
一
切
衆
生
と
結
縁
的
関
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係
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
、
し
か
も
本
門
「
五
」
の
顕
本
観
を
契
機

に
末
世
衆
生
に
於
て
も
無
始
久
遠
い
ら
い
釈
尊
と
は
父
子
関
係
に

あ
る
と
ゑ
ら
れ
、
こ
の
関
係
の
存
す
る
根
拠
を
結
縁
に
求
め
て
釈

尊
を
有
縁
の
仏
と
規
定
さ
れ
た
叙
述
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解

さ
れ
る
前
提
に
は
釈
尊
と
我
等
の
間
に
何
等
か
の
交
渉
が
成
立
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
久
遠
下
種
で
は
な
か
ろ
う

可
◎

力

も
し
、
本
未
有
善
を
釈
尊
と
は
全
く
無
縁
の
衆
生
で
あ
る
と
解

釈
す
れ
ば
、
弥
陀
等
の
諸
仏
と
釈
尊
の
因
位
果
位
を
比
較
し
て
釈

尊
の
此
土
有
縁
的
超
勝
を
強
調
し
、
釈
尊
の
化
導
を
重
視
さ
れ
た

意
義
が
希
薄
に
な
り
、
『
法
華
取
要
抄
』
に
結
縁
を
媒
介
と
し
た

有
縁
の
仏
と
衆
生
で
あ
る
と
い
う
叙
述
は
さ
れ
な
い
と
思
う
。
更

に
、
寿
量
品
は
末
法
正
意
と
把
握
さ
れ
、
遺
使
還
告
の
文
に
師
自

覚
を
さ
れ
た
現
実
性
は
寿
量
品
の
世
界
が
末
法
に
反
映
さ
れ
被
救

済
者
で
あ
る
失
本
心
子
を
末
世
の
我
等
と
指
摘
す
る
も
の
と
思

う
。
妙
楽
は
失
本
心
を
「
忘
本
所
受
故
日
失
心
。
従
本
化
来
迷
真

之
後
起
無
明
惑
如
飲
毒
薬
。
背
大
化
為
失
心
」
と
述
べ
、
聖
人
は

失
本
心
子
を
「
不
孝
子
」
と
解
釈
し
『
法
華
取
要
抄
』
に
釈
尊
と

我
等
は
久
遠
来
、
父
子
の
有
縁
的
関
係
に
あ
り
な
が
ら
過
去
の
釈

尊
違
背
お
よ
び
退
大
取
小
の
不
孝
の
失
に
よ
り
今
に
覚
知
で
き
な

い
の
が
現
状
で
あ
る
と
述
べ
た
も
の
と
思
う
。

又
、
聖
人
が
注
目
さ
れ
た
経
文
に
瞥
嶮
品
の
「
若
人
不
信
殴
諦

此
経
則
断
一
切
世
間
仏
種
」
の
文
と
勧
発
品
の
「
於
如
来
滅
後
閻

浮
提
内
広
令
流
布
使
不
断
絶
」
の
文
が
あ
る
。
前
者
は
法
華
不
信

Ⅱ
誇
法
Ｉ
断
仏
種
の
連
関
性
を
説
き
、
後
者
は
末
法
に
お
け
る
正

法
復
帰
を
遺
誠
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
両
者
を
収
束
す

る
の
が
普
賢
経
の
「
汝
行
大
乗
不
断
仏
種
」
の
文
で
あ
る
。
即
ち

仏
種
の
相
続
を
重
視
し
た
末
法
下
維
論
に
連
関
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
末
世
衆
生
も
本
来
、
久

種
を
被
っ
た
衆
生
で
あ
る
と
い
う
受
容
が
聖
人
の
思
想
中
に
看
取

で
き
、
釈
尊
か
ら
象
れ
ぱ
悉
是
吾
子
と
て
愛
子
に
は
違
い
な
い
。

た
だ
し
、
こ
れ
は
仏
の
立
場
か
ら
染
た
解
釈
で
あ
る
。
従
っ
て
己

有
・
未
有
の
区
別
は
衆
生
側
に
お
け
る
仏
果
獲
得
の
行
動
に
規
定

さ
れ
る
一
面
を
も
つ
と
思
う
。
つ
ま
り
、
本
未
有
善
と
は
譽
喰
品

に
指
摘
さ
れ
た
法
華
不
信
に
よ
る
仏
種
喪
失
の
衆
生
を
さ
す
の
で

あ
り
、
具
体
的
に
は
仏
に
直
接
的
に
働
き
か
け
て
仏
種
を
結
実
す

べ
き
行
動
が
な
か
っ
た
と
解
釈
す
る
衆
生
側
の
信
行
論
を
主
体
に

己
有
と
未
有
の
区
別
が
規
定
さ
れ
た
と
も
理
解
で
き
る
。
こ
の
場

合
の
善
と
は
発
心
修
行
に
譲
与
さ
れ
た
仏
種
に
外
な
ら
な
い
。
仏

意
か
ら
す
れ
ば
決
し
て
未
下
種
の
者
で
は
な
く
、
そ
の
救
済
を
無

視
し
覚
知
せ
ず
に
三
五
の
塵
点
を
遍
歴
し
て
き
た
者
が
本
未
有
善

の
衆
生
で
あ
る
と
思
う
。
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以
前
、
二
・
三
の
考
察
に
よ
り
成
仏
へ
の
唯
一
の
直
道
た
る
行

に
即
し
て
、
安
心
が
存
在
す
る
こ
と
を
考
え
て
ゑ
た
。
日
蓮
聖
人

（
以
下
、
聖
人
と
略
記
）
に
於
い
て
そ
の
行
は
理
想
的
人
間
の
行

動
規
範
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
逆
に
そ
の
行
動
規
範
に
は
ず

れ
る
行
為
は
安
心
と
は
結
び
つ
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
聖

人
の
示
し
た
行
法
は
妙
法
五
字
の
受
持
に
集
約
さ
れ
、
さ
ら
に
四

威
儀
に
通
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
説
話
を
素
材
と

『
開
目
抄
』
等
に
寿
量
品
を
知
ら
ざ
れ
ぱ
久
遠
の
仏
・
久
遠
の

父
を
知
ら
ず
、
又
、
子
の
子
た
る
こ
と
を
覚
知
で
き
な
い
不
知
恩

・
不
孝
の
子
で
あ
る
と
述
べ
た
一
連
の
叙
述
は
、
寿
量
品
の
世
界

に
釈
尊
と
我
等
の
根
源
的
有
縁
性
、
即
ち
父
子
関
係
が
存
す
る
所

以
を
み
ら
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
釈
尊
は
親
父
・
慈
父
で
あ
る
と
て

親
徳
を
標
傍
さ
れ
て
帰
敬
さ
れ
た
理
由
が
こ
こ
に
存
し
た
の
で
あ

ス
》
◎

日
蓮
聖
人
遺
文
引
用
説
話
の
一
考
察

ｌ
安
心
の
側
面
よ
り
ｌ西

片
元
證

し
て
、
受
持
を
具
体
的
に
捉
え
、
受
持
に
お
け
る
成
仏
の
確
実
性
、

そ
し
て
、
理
想
的
人
間
の
規
範
を
確
認
し
て
み
た
い
。
さ
て
、
聖

人
の
説
話
引
用
は
一
種
の
話
で
も
種
殉
の
角
度
よ
り
活
用
さ
れ
、

異
な
る
論
旨
を
持
つ
場
合
も
あ
る
。
故
に
、
使
用
意
図
に
よ
る
分

類
・
整
理
を
経
て
考
察
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

分
類
、
整
理
に
は
種
々
の
方
法
を
想
定
で
き
よ
う
が
、
こ
こ
で

は
間
法
華
経
至
上
主
義
に
立
脚
し
た
倫
理
観
、
⑧
法
華
経
・
法
華

経
に
帰
依
す
る
こ
と
の
功
徳
、
。
法
難
等
の
色
読
に
関
す
る
こ

と
、
と
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
㈹
の
法
華
経
至
上
主
義
に
立
脚
し

た
倫
理
観
の
項
で
理
想
的
人
間
の
規
範
を
求
め
、
さ
ら
に
全
体
を

通
し
、
特
に
○
の
法
難
等
色
読
に
関
す
る
項
を
中
心
と
し
て
成
仏

の
確
実
性
を
考
え
て
ゑ
た
い
。

㈹
法
華
経
至
上
主
義
に
立
脚
し
た
倫
理
観

こ
こ
で
は
親
子
関
係
を
語
っ
た
も
の
と
し
て
、
浄
蔵
・
浄
眼
と

妙
荘
厳
王
、
目
連
と
そ
の
母
、
烏
龍
・
遺
龍
等
の
話
が
挙
げ
ら
れ

る
。
主
従
関
係
に
つ
い
て
は
阿
闇
世
王
と
耆
婆
大
臣
、
討
王
と
比

干
等
の
話
が
あ
り
、
師
弟
関
係
で
は
尹
伊
と
堯
王
、
務
成
と
舜
王
、

大
公
望
と
文
王
、
老
子
と
孔
子
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
又

兄
弟
関
係
は
、
浄
蔵
・
浄
眼
、
釈
尊
と
提
婆
達
多
が
前
世
で
は
摩

訶
羅
王
の
善
友
・
悪
友
の
二
太
子
で
あ
っ
た
話
が
あ
る
。
夫
婦
関

係
に
て
も
陳
子
・
相
思
樹
・
松
浦
佐
与
姫
・
蘇
武
等
の
話
を
引
い
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